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令和７年度木津川市水道事業会計予算 

 

（総 則） 

第１条 令和７年度木津川市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）給 水 戸 数       ３３，４００戸 

 （２）年間総配水量    ８，４５０，０００㎥ 

 （３）１日平均配水量       ２３，１５１㎥ 

 （４）主要な建設改良事業 

    ① 水道管路及び設備更新事業 

    ② 山城浄水場更新事業 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収     入 

 第１款 水道事業収益        １，８９３，３３１千円 

  第１項 営 業 収 益       １，３１４，６９６千円 

  第２項 営業外収益         ５７８，６３４千円 

  第３項 特 別 利 益               １千円 

 

支     出 

 第１款 水道事業費用        ２，０００，３０９千円 

  第１項 営 業 費 用       １，９６６，４７７千円 

  第２項 営業外費用          ３０，２８７千円 

  第３項 特 別 損 失             ５４５千円 

  第４項 予 備 費           ３，０００千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額（翌年

度以降の支出の財源に充当する額４００，０００千円を除く）が資本的支出額に対し

不足する額７８５，１８８千円は過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとす

る。） 
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収     入 

 第１款 資本的収入           ４７５，６１２千円 

  第１項 諸 分 担 金          ３２，１５４千円 

  第２項 工事負担金          １２，６２８千円 

  第３項 企 業 債         １１０，０００千円 

  第４項 他会計出資金          ２０，４００千円 

  第５項 他会計補助金             ４３０千円 

  第６項 基金繰入金         ３００，０００千円 

 

支     出 

 第１款 資本的支出           ８６０，８００千円 

  第１項 建設改良費         ７６７，９２８千円 

  第２項 企業債償還金          ８９，８７２千円 

  第３項 予 備 費           ３，０００千円 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定 

める。 

 

事  項 期 間 限度額 

水道メーター検針等関連業務 
令和７年度から 

令和１０年度まで 
76,746千円 

水道料金システムハンディターミ

ナル更新業務 

令和７年度から 

令和８年度まで 
13,840千円 
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（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定 

 める。 

 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

原浄水設備

改良事業 
110,000千円 

 

 

証書借入 

又は 

証券発行 

 

 

年４．０％

以内（ただし、

利率見直し方

式で借り入れ

る資金につい

て、利率の見

直しを行った

後 に お い て

は、当該見直

し後の利率） 

 政府資金につい

ては、その融資条件

により、銀行その他

の場合にはその債

権者と協定すると

ころによる。 

 ただし、企業財政

の都合により据置

期間及び償還期限

を短縮し、又は、繰

上償還若しくは低

利に借換すること

ができる。 

計 110,000千円 ―   ―     ― 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

 （１） 水道事業費用 営業費用と営業外費用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。 

 （１） 職員給与費           ２０８，０１５千円 

 

（他会計からの補助金） 

第９条 水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

４４８千円である。 
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（たな卸資産の購入限度額） 

第１０条  たな卸資産の購入限度額は、７，０００千円と定める。 

 

 

令和７年２月２５日提出 

 

                      木津川市長  谷口 雄一 



 

－5－ 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

 

1 重要な会計方針に係る事項 

 

（１） たな卸資産の評価基準及び評価方法 

先入先出法による原価法とする。 

 

（２） 固定資産の減価償却の方法 

  ・有形固定資産 

    定額法により減価償却を行う。 

    主な耐用年数  建物      １０年～５０年 

            構築物     １０年～６０年 

            機械及び装置   ８年～２０年 

            工具・器具・備品 ４年～１５年 

            車両運搬具    ４年～６年 

   

（３） 引当金の取り崩し及び計上方法 

  ・退職給付引当金 

      水道事業会計は、毎年度、京都府市町村職員退職手当組合に対して一

定の負担金を支出しており、将来においてその負担金を超える費用は

発生しないため、引当金は計上していない。 

 

・賞与引当金・法定福利費引当金 

職員の期末手当及び勤勉手当の支給とそれらに係る法定福利費の支出

に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に

属する額（１２月から３月までの４か月分）を計上している。 

 

・貸倒引当金 

    債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能と見込まれる額を

計上している。 

 

（４） 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式により処理をしている。 
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２ 予定キャッシュ・フロー計算書に係る事項 

 

予定キャッシュ・フロー計算書の作成方法 

作成方法は、間接法により作成する。 

 

３ 予定貸借対照表等に関する事項 

 

（１） 企業債に関する事項 

 貸借対照表に計上される企業債（当該年度末日の翌日から起算して１

年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれ

る額は、３５５，２０４千円である。 

 

（２） 引当金の取崩し 

 貸倒引当金を取り崩す場合、取り崩す額を貸倒引当金から減額し、同

額を未収金から減額する見込みである。 

また、翌年度６月に賞与等引当金から１５，４０８千円を取り崩し、

賞与等を支払う見込みである。 

      

４ セグメント情報 

 

セグメントの概要 

木津川市水道事業会計では、水道事業の単一セグメントのため、記載を

省略している。 

 

























（単位：千円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー：

当年度純利益（△は当年度純損失） △ 128,804

　　　減価償却費 799,587

　　　固定資産除却費 6,940

　　　引当金の増減額（△は減少） 1,254

　　　長期前受金戻入額 △ 503,649

　　　受取利息及び受取配当金 △ 1

　　　支払利息 20,286

　　　未収金の増減額（△は増加） △ 4,745

たな卸資産の増減額（△は増加） 300

　　　前払金の増減額（△は増額） △ 150,776

　　　未払金の増減額（△は減少） 10,000

　　　　　小計 50,392

　　　利息及び配当金の受取額 1

　　　利息の支払額 △ 20,286

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 30,107

２　投資活動によるキャッシュ・フロー：

　　　有形固定資産の取得による支出 △ 709,167

　　　寄附金による収入諸分担金等による収入 13,752

負担金による収入 28,537

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 666,878

３　財務活動によるキャッシュ・フロー：

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 110,000

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 89,868

　　　他会計からの出資による収入 20,400

　　財務活動によるキャッシュ・フロー 40,532

  資金増加額（又は減少額） △ 596,239

　資金期首残高 2,658,478

　資金期末残高 2,062,239

令和７年度木津川市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）
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（単位：千円）

１．

（１）給 水 収 益 1,193,927

（２）受 託 工 事 収 益 1

（３）他 会 計 負 担 金 1,882

（４）そ の 他 営 業 収 益 2,113 1,197,923

２．

（１）原 水 及 び 浄 水 費 692,070

（２）配 水 及 び 給 水 費 135,804

（３）総 係 費 146,115

（４）減 価 償 却 費 785,244

（５）資 産 減 耗 費 1,165

（６）そ の 他 営 業 費 用 46 1,760,444

△ 562,521

３．

（１）受 取 利 息 1

（２）下 水 道 負 担 金 60,058

（３）他 会 計 負 担 金 7,297

（４）他 会 計 補 助 金 41

（５）長 期 前 受 金 等 戻 入 491,379

（６）雑 収 益 2,311 561,087

４．

（１）支 払 利 息 21,986

（２）雑 支 出 1 21,987 539,100

△ 23,421

５．

（１）過 年 度 損 益 修 正 益 54,545 54,545

６．

（１）過 年 度 損 益 修 正 損 7,608 7,608 46,937

23,516

119,759

143,275

令和６年度　木津川市水道事業会計予定損益計算書（前年度分）

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

営   業   収   益

営   業   費   用

営　業　損　失

営  業  外  収  益

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

営  業  外  費  用

経　常　損　失

特   別   利   益

特   別   損   失

当 年 度 純 利 益

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金
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期 間 金 額 期 間 金 額 企 業 債
基 金

繰 入 金
そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円 千円

山城浄水場更新工事
 (2,225,952)
  2,504,315

令和４年度
～

令和６年度
785,073

令和７年度
～

令和８年度
1,440,879 500,000 900,000 40,879

山城浄水場更新工事監理
業務委託

　　(32,615)
　　 35,750

令和４年度
～

令和６年度
16,895

令和７年度
～

令和８年度
15,720 15,720

水道メーター検針等関連
業務

  　(76,746)
  　 76,746

令和７年度
～

令和１０年度
76,746 76,746

水道料金システムハン
ディターミナル更新業務

  　(13,840)
  　 13,840

令和７年度
～

令和８年度
13,840 13,840

合　　計
 (2,349,153)
  2,630,651

801,968 1,547,185 500,000 900,000 147,185

注：(　)内の数値は支出予定額

債務負担行為に関する調書

事　　項 限 度 額

前年度末までの
支払義務発生(見込)額

当該年度以降の
支払義務発生予定額

左の財源内訳
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